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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 3月 5日 (2007.3.5)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 第 １ の 拡 張 サ ー ビ ス セ ッ ト （ Ｅ Ｓ Ｓ ） 内 の 第 １ の ア ク セ ス ル ー タ （ Ａ Ｒ ） と 関 連 付 け ら
れ て い る 第 １ の ア ク セ ス ポ イ ン ト （ Ａ Ｐ ） か ら 第 ２ の Ｅ Ｓ Ｓ 内 の 第 ２ の Ａ Ｒ と 関 連 付 け ら
れ て い る 第 ２ の Ａ Ｐ へ 無 線 端 末 を ハ ン ド オ フ す る 方 法 に お い て 、
　 前 記 端 末 が 、 前 記 第 １ の Ａ Ｐ と の 接 続 の 喪 失 に 応 答 し て 、 他 の 接 続 を ス キ ャ ン し 、 前 記
第 ２ の Ａ Ｐ を 見 つ け て 、 前 記 第 ２ の Ａ Ｐ か ら の 情 報 を 読 み 出 し 、 前 記 第 ２ の Ａ Ｐ が 前 記 第
１ の Ａ Ｐ と 異 な る こ と を 判 定 す る こ と と 、
　 前 記 端 末 が 前 記 第 ２ の Ａ Ｐ へ 再 連 結 メ ッ セ ー ジ を 送 信 す る こ と と 、
　 前 記 第 ２ の Ａ Ｐ が 前 記 端 末 か ら 最 連 結 メ ッ セ ー ジ を 受 信 し て 、 再 連 結 成 功 メ ッ セ ー ジ を
前 記 端 末 に 送 る こ と と 、
　 前 記 端 末 が 、 前 記 再 連 結 成 功 メ ッ セ ー ジ の 受 け 取 り 後 に 、 ハ ン ド オ フ 手 続 き を 開 始 す る
こ と を 含 み 、 該 ハ ン ド オ フ 手 続 き は 、
　 前 記 端 末 が 第 １ の Ａ Ｒ に 関 す る 情 報 を 第 ２ の Ａ Ｐ へ 提 供 し 、 次 い で 前 記 第 ２ の Ａ Ｐ が そ
の 情 報 を 前 記 第 ２ の Ａ Ｒ へ 提 供 す る こ と と 、
　 前 記 第 ２ の Ａ Ｒ が 、 前 記 第 ２ の Ａ Ｐ か ら 前 記 第 １ の Ａ Ｒ に 関 す る 前 記 情 報 を 受 信 し た こ
と に 応 答 し て 、 前 記 第 １ の Ａ Ｒ と 連 絡 を 取 る こ と と 、
　 前 記 第 １ の Ａ Ｒ が 、 前 記 第 ２ の Ａ Ｒ に よ る 連 絡 に 応 答 し て 、 前 記 第 ２ の Ａ Ｒ へ 前 記 端 末
の た め の ト ラ フ ッ ク を 変 更 す る こ と と 、
　 前 記 第 ２ の Ａ Ｒ が 前 記 端 末 と 前 記 第 ２ の Ａ Ｐ 間 の セ ッ シ ョ ン を 回 復 す る こ と と
　 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 再 連 結 メ ッ セ ー ジ を 送 信 す る ス テ ッ プ は 、 前 記 第 １ の Ａ Ｐ 、 前 記 第 ２ の Ａ Ｐ お よ び
前 記 第 １ の Ｅ Ｓ Ｓ の 識 別 を さ ら に 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 再 連 結 メ ッ セ ー ジ を 送 信 す る ス テ ッ プ の 後 で 、



　 前 記 第 ２ の Ｅ Ｓ Ｓ 内 の 分 配 シ ス テ ム が 前 記 第 １ の Ａ Ｐ を 認 識 し な い 場 合 に は 、
　 前 記 再 連 結 成 功 メ ッ セ ー ジ は 前 記 Ａ Ｐ が 認 識 さ れ て い な い こ と を 前 記 端 末 に 知 ら せ 、
　 前 記 端 末 は 該 再 連 結 成 功 メ ッ セ ー ジ の 受 信 に 応 じ て 前 記 ハ ン ド オ フ 手 続 き を 開 始 す る
　 こ と を さ ら に 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 第 １ の 拡 張 サ ー ビ ス セ ッ ト （ Ｅ Ｓ Ｓ ） 内 の 第 １ の ア ク セ ス ル ー タ （ Ａ Ｒ ） と 関 連 付 け ら
れ て い る 第 １ の ア ク セ ス ポ イ ン ト （ Ａ Ｐ ） か ら 第 ２ の Ｅ Ｓ Ｓ 内 の 第 ２ の Ａ Ｒ と 関 連 付 け ら
れ て い る 第 ２ の Ａ Ｐ へ 無 線 端 末 を ハ ン ド オ フ す る 方 法 に お い て 、
　 前 記 端 末 が 、 前 記 第 １ の Ａ Ｐ と の 接 続 の 喪 失 に 応 答 し て 、 他 の 接 続 を ス キ ャ ン し 、 前 記
第 ２ の Ａ Ｐ を 見 つ け て 、 前 記 第 ２ の Ａ Ｐ か ら の 情 報 を 読 み 出 し 、 前 記 第 ２ の Ａ Ｐ が 前 記 第
１ の Ａ Ｐ と 異 な る こ と を 判 定 し 、 か つ 前 記 第 ２ の Ａ Ｐ へ 再 連 結 メ ッ セ ー ジ を 送 信 す る こ と
と 、
　 前 記 第 ２ の Ａ Ｐ が 前 記 端 末 か ら 最 連 結 メ ッ セ ー ジ を 受 信 し て 、 前 記 端 末 を 認 証 し 、 か つ
許 可 す る こ と と 、
　 前 記 第 ２ の Ａ Ｐ が 再 連 結 成 功 メ ッ セ ー ジ を 前 記 端 末 に 送 る こ と と 、
　 前 記 第 ２ の Ａ Ｐ が ハ ン ド オ フ 手 続 き を 開 始 す る こ と を 含 み 、 該 ハ ン ド オ フ 手 続 き は 、
　 前 記 第 ２ の Ａ Ｐ が 前 記 第 １ の Ｅ Ｓ Ｓ 内 の デ ー タ ベ ー ス へ 照 会 し て 前 記 第 １ の Ａ Ｒ の ア ド
レ ス を 読 み 出 し 、 該 第 １ の Ａ Ｒ の 該 ア ド レ ス を 前 記 第 ２ の Ａ Ｒ へ 提 供 す る こ と と 、
　 前 記 第 ２ の Ａ Ｒ が 、 前 記 第 ２ の Ａ Ｐ か ら 前 記 第 １ の Ａ Ｒ の ア ド レ ス を 受 信 し た こ と に 応
答 し て 、 前 記 第 １ の Ａ Ｒ と 連 絡 を 取 る こ と と 、
　 前 記 第 １ の Ａ Ｒ が 、 前 記 第 ２ の Ａ Ｒ に よ る 連 絡 に 応 答 し て 、 前 記 第 ２ の Ａ Ｒ へ 前 記 端 末
の た め の ト ラ フ ッ ク を 変 更 す る こ と と 、
　 前 記 第 ２ の Ａ Ｒ が 前 記 端 末 と 前 記 第 ２ の Ａ Ｐ 間 の セ ッ シ ョ ン を 回 復 す る こ と と
　 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 第 １ の 拡 張 サ ー ビ ス セ ッ ト （ Ｅ Ｓ Ｓ ） 内 の 第 １ の ア ク セ ス ル ー タ （ Ａ Ｒ ） と 関 連 付 け ら
れ て い る 第 １ の ア ク セ ス ポ イ ン ト （ Ａ Ｐ ） か ら 第 ２ の Ｅ Ｓ Ｓ 内 の 第 ２ の Ａ Ｒ と 関 連 付 け ら
れ て い る 第 ２ の Ａ Ｐ へ 無 線 端 末 を ハ ン ド オ フ す る 方 法 に お い て 、
　 前 記 端 末 が 、 前 記 第 １ の Ａ Ｐ と の 接 続 の 喪 失 に 応 答 し て 、 他 の 接 続 を ス キ ャ ン し 、 前 記
第 ２ の Ａ Ｐ を 見 つ け て 、 前 記 第 ２ の Ａ Ｐ か ら の 情 報 を 読 み 出 し 、 前 記 第 ２ の Ａ Ｐ が 前 記 第
１ の Ａ Ｐ と 異 な る こ と を 判 定 し 、 か つ 前 記 第 ２ の Ａ Ｐ へ 再 連 結 メ ッ セ ー ジ を 送 信 す る こ と
と 、
　 前 記 第 ２ の Ａ Ｐ が 前 記 端 末 か ら 最 連 結 メ ッ セ ー ジ を 受 信 し て 、 前 記 端 末 を 認 証 し 、 か つ
許 可 す る こ と と 、
　 前 記 第 ２ の Ａ Ｐ が ハ ン ド オ フ 手 続 き を 開 始 す る こ と を 含 み 、 該 ハ ン ド オ フ 手 続 き は 、
　 前 記 第 ２ の Ａ Ｐ が 前 記 端 末 へ 照 会 し て 前 記 第 １ の Ａ Ｒ の ア ド レ ス を 読 み 出 し 、 該 第 １ の
Ａ Ｒ の 該 ア ド レ ス を 前 記 第 ２ の Ａ Ｒ へ 提 供 す る こ と と 、
　 前 記 第 ２ の Ａ Ｒ が 、 前 記 第 ２ の Ａ Ｐ か ら 前 記 第 １ の Ａ Ｒ の ア ド レ ス を 受 信 し た こ と に 応
答 し て 、 前 記 第 １ の Ａ Ｒ と 連 絡 を 取 る こ と と 、
　 前 記 第 １ の Ａ Ｒ が 、 前 記 第 ２ の Ａ Ｒ に よ る 連 絡 に 応 答 し て 、 前 記 第 ２ の Ａ Ｒ へ 前 記 端 末
の た め の ト ラ フ ッ ク を 変 更 す る こ と と 、
　 前 記 第 ２ の Ａ Ｒ が 前 記 端 末 と 前 記 第 ２ の Ａ Ｐ 間 の セ ッ シ ョ ン を 回 復 す る こ と と
　 前 記 第 ２ の Ａ Ｐ が 再 連 結 成 功 メ ッ セ ー ジ を 前 記 端 末 へ 送 る こ と と
　 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 再 連 結 メ ッ セ ー ジ を 送 信 す る ス テ ッ プ は 、 前 記 第 １ の Ａ Ｐ 、 前 記 第 ２ の Ａ Ｐ お よ び
前 記 第 １ の Ｅ Ｓ Ｓ の 識 別 を さ ら に 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ４ ま た は ５ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 再 連 結 メ ッ セ ー ジ を 送 信 す る ス テ ッ プ の 後 で 、
　 前 記 第 ２ の Ｅ Ｓ Ｓ 内 の 分 配 シ ス テ ム （ Ｄ Ｓ ） が 前 記 第 １ の Ａ Ｐ を 認 識 し な い 場 合 に は 、
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　 前 記 第 ２ の Ａ Ｐ は 前 記 第 ２ の Ｅ Ｓ Ｓ 内 の Ｄ Ｓ が 前 記 第 １ の Ａ Ｐ を 認 識 し な い こ と に 応 答
し て 前 記 ハ ン ド オ フ 手 続 き を 開 始 す る
　 こ と を さ ら に 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 第 ２ の Ａ Ｒ へ 前 記 端 末 の た め の ト ラ フ ッ ク を 変 更 す る ス テ ッ プ は 、 前 記 第 １ の Ａ Ｒ
が 前 記 第 １ の Ｅ Ｓ Ｓ 内 の リ ソ ー ス を 解 放 す る こ と を さ ら に 含 み 、 該 リ ソ ー ス は 前 記 端 末 に
使 用 さ れ て い た 、 お よ び ／ あ る い は 前 記 端 末 の 使 用 の た め に 予 約 さ れ て い た リ ソ ー ス で あ
る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 、 ４ お よ び ５ の い ず れ か に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
　 第 １ の 拡 張 サ ー ビ ス セ ッ ト （ Ｅ Ｓ Ｓ ） 内 の 第 １ の ア ク セ ス ル ー タ （ Ａ Ｒ ） と 関 連 付 け ら
れ て い る 第 １ の ア ク セ ス ポ イ ン ト （ Ａ Ｐ ） か ら 第 ２ の Ｅ Ｓ Ｓ 内 の 第 ２ の Ａ Ｒ と 関 連 付 け ら
れ て い る 第 ２ の Ａ Ｐ へ 通 信 を ハ ン ド オ フ す る こ と の 可 能 な 、 無 線 ネ ッ ト ワ ー ク で 使 用 さ れ
る 無 線 端 末 に お い て 、
　 前 記 第 １ の Ａ Ｐ と の 接 続 の 喪 失 に 応 答 し て 、 前 記 第 １ の Ａ Ｐ 、 前 記 第 ２ の Ａ Ｐ お よ び 前
記 第 １ の Ｅ Ｓ Ｓ の 識 別 を 含 む 再 連 結 メ ッ セ ー ジ を 作 成 す る デ バ イ ス と 、
　 前 記 第 ２ の Ａ Ｐ へ 前 記 再 連 結 メ ッ セ ー ジ を 送 る 送 信 機 と
を 具 備 し た こ と を 特 徴 と す る 無 線 端 末 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 さ ら に 、 前 記 第 １ の Ａ Ｐ か ら 前 記 第 ２ の Ａ Ｐ へ 前 記 通 信 を ハ ン ド オ フ す る 手 続 を 開 始 す
る よ う に 設 定 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ９ に 記 載 の 無 線 端 末 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 発 明 の 名 称
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 発 明 の 名 称 】 無 線 端 末 を ハ ン ド オ フ す る 方 法 お よ び ハ ン ド オ フ 可 能 な 無 線 端 末
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 出 願 は 、 イ ン タ ー 拡 張 サ ー ビ ス セ ッ ト （ Inter-Extended Service Set、 Ｉ － Ｅ Ｓ Ｓ ）
に 関 し 、 よ り 詳 細 に は 、 Ｅ Ｓ Ｓ （ 拡 張 サ ー ビ ス ） 間 で ハ ン ド オ フ （ ネ ッ ト ワ ー ク の 切 替 ）
を 実 行 す る 方 法 お よ び に 関 す る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 し た が っ て 、 元 の 接 続 を 喪 失 し た か ど う か に か か わ ら ず 、 こ の よ う な ハ ン ド オ フ を 実 行
す る た め の 、 簡 単 で は あ る が 、 効 果 的 な 方 法 お よ び を 提 供 す る こ と が 望 ま し い 。
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 図 １ Ａ お よ び 図 １ Ｂ を 参 照 す る と 、 Ｉ － Ｅ Ｓ Ｓ お よ び そ れ と 通 信 可 能 な 無 線 Ｓ Ｔ Ａ の ネ
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ッ ト ワ ー ク が 示 さ れ て い る 。 任 意 個 数 の 拡 張 サ ー ビ ス セ ッ ト （ Ｅ Ｓ Ｓ ） お よ び そ れ と 通 信
可 能 な 無 線 局 （ Ｓ Ｔ Ａ ） が 存 在 し 得 る と 理 解 す べ き で あ る が 、 簡 単 の た め 、 図 １ Ａ お よ び
図 １ Ｂ で は 、 ２ つ の そ の よ う な 拡 張 サ ー ビ ス セ ッ ト Ｅ Ｓ Ｓ － １ お よ び Ｅ Ｓ Ｓ － ２ な ら び に
単 一 の 無 線 Ｓ Ｔ Ａ に 限 定 し て 示 し て あ る 。 な お 、 本 明 細 書 に 開 示 さ れ る 方 法 お よ び

は 、 よ り 多 数 の Ｅ Ｓ Ｓ お よ び 無 線 Ｓ Ｔ Ａ を 有 す る ネ ッ ト ワ ー ク で も 同 様 に 有 効 に 使 用 可
能 で あ る こ と は も ち ろ ん で あ る 。
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